
 

 

 

 

 

 

 

気仙沼都市計画案を縦覧します 
―都市計画地区計画及び都市計画公園について― 

 

   

■鹿折地区，南気仙沼地区土地区画整理事業区域を，津波に浸水しない安全・安心な土

地とするため盛土嵩上げした地盤面の維持と，良好な市街地を実現・維持するため地区

の実情にあったまちづくりのルールを地区計画として定めます。 

 

■片浜公園は昭和６０年の開設以来，地域住民の憩いの場として親しまれてきましたが，

東日本大震災で被災し現在は閉鎖しています。今回，より利便性の高い場所へ整備する

ため公園の位置を変更します。 

 

■以上の都市計画変更に係る図書を公開する縦覧を行います。 

 

【縦覧の概要】 

 

１ 目  的  都市計画案を公開し広く意見をいただくもの 

２ 縦覧期間  平成２８年３月２９日（火）から４月１２日（火）まで 

        閉庁日を除き，時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所  気仙沼市役所第２庁舎２階 建設部都市計画課 

４ 対  象  どなたでもご覧いただけます 

５ 内  容   

（1）気仙沼都市計画地区計画の決定 

ア 鹿折地区計画 

 イ 南気仙沼地区計画 

（2）気仙沼都市計画公園の変更 

 ア 片浜公園の変更 

６ その他  都市計画の案について，縦覧期間満了の日までに気仙沼市長に対して意見書を提

出すことができます。 
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